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「平成 30年７月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」について 

 

 

 

１ 概要 

  平成 30 年 7 月豪雨により土砂災害が発生し，甚大な被害を受けた箇所において，早期の復

旧に向け，国・県・市町が連携を図り，緊急的な砂防・治山施設の施工箇所，工事内容等の事

業計画に関して調整を進め，平成 31年 1月 29日に「平成 30年 7月豪雨災害 砂防・治山施

設整備計画（緊急事業）」を公表した。 

今回，緊急事業に続き，再度災害防止のため，令和元年度に新たに採択された激特事業等を

加え，「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」を作成

した。 

 

２ 整備計画の内容 

 （１）整備計画の対象箇所 

○緊急事業・激特事業等を行う渓流  485渓流 

○緊急事業・激特事業等を行うがけ地 154箇所 

 

 

 

 

 

 
※激特等欄の（ ）内数値は，緊急事業のフォロー事業箇所数 
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（２）内容 

 上述の整備計画の対象とした箇所に対して，次の事項について取りまとめた。 

  ○国，県，市町等の対応主体 

  ○各機関で実施する事業の概ねの工事内容（施設概要） 
  
（資料） 

資料 1 平成 30年 7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画図（緊急事業・激特等事業） 

資料 2 平成 30年 7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所

一覧表 

（３）各市町の緊急事業・激特等事業箇所数 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※激特等事業欄の（ ）内数値は，緊急事業からのフォロー 

 

（４）ＨＰ掲載について 

 URL：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html 
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３ 今後の対応方針 

 引き続き，国や市町と連携し，速やかな工事着手及び被災地の早期復旧・復興に努める。 

区 分 
2018 年度 

（平成 30 年度） 

2019 年度 

（令和元年度） 

2020 年度 

（令和２年度） 

2021 年度 

（令和３年度） 
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災害復旧事業 
(重要路線等) 

災害復旧事業 
(その他路線) 

災害関連事業等（～2023（予定）） 

災害復旧事業 
(甚大被害箇所等) 

災害復旧事業 
(その他箇所) 

災害復旧
事業 

(その他箇所) 
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事業 

災害関連緊急事業 
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(甚大被害箇所等) 

災害復旧事業 
(その他箇所) 

災害復旧事業 

(その他箇所) 

再度災害防止対策事業（～2023（予定）） 

 

二
次
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災害関連緊急事業の実施       

治山事業（激甚災害対策特別緊急事業等）の実施（～2023 予定） 

小規模崩壊地復旧事業等の実施 

治山施設の緊急点検 

流 域 下 水 道 

※平成 30年７月豪雨災害からの復旧・復興プラン(平成 30年 12月末時点)（P31） 

※災害関連緊急事業は令和元年度末の完成予定（重点地区の砂防ダムについては，令和元年 12月末の完

成予定） 

※激特事業等については今後５年程度で事業を実施予定 

都市計画制度運用方針の改定 

都市計画区域マスタープランの見直し 

安全・安心に暮らせるまちづくりの推進 

【Ｈ31.1.29公表】 
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